店舗様ID：


有料職業紹介事業基本契約書


　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）、

　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）

と株式会社SHS(以下｢弊社｣という。)は、職業安定法に基づく民営有料職業紹介事業について、以下のとおり基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。
また、甲ならびに乙の連帯保証人として　

　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「丙」という。）を立てることとする。

第1条 （契約の目的）
弊社は、甲及び乙が次条に定める契約条件を満たしていることを条件として、甲の店舗運営上必要とするスタッフ（以下「キャスト」という。）の紹介要請に対し、弊社の提供する「ＴＲＹ１８」サービスを通じてキャストの紹介を行う。
※ヘアメイク派遣のご利用は、メールで配信されるヘアメイク利用規約に基づく

第2条 （契約条件）
1 甲、乙及び弊社は、以下の各号の事項を満たしていること及び提出書類に虚偽がないことを確認する。
(1)法律又は条例において風俗営業の許可を必要とする店舗については、所轄の警察署から風俗営業の許可書を取得していること。なお、甲は弊社に当該許可書の写しを提出するものとする。
(2)乙は現住所の確認できる身分証明証の写しを弊社に提出していること。
(3)その他、甲の運営上ポリシーとして問題がないこと。
2 乙は、弊社に対し、預かり金として、３０，０００円（税込）を支払う。
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第3条 [bookmark: _gjdgxs]（紹介手数料等）
1 甲及び乙が弊社に支払う紹介手数料は、弊社がキャストを甲に紹介し、キャストが甲の店舗に出勤した時点で発生する。
2 紹介手数料は、キャスト1名・1回勤務について、当該キャストのランクに応じて２，２５０円（税別。以下金額についてはすべて税別金額とする。）、２，７５０円、４，０００円とする。（今後、変更する場合あり）
3 前項の紹介手数料のほか、甲及び乙が、弊社が提供する「ＴＲＹ１８」付随のサービスである「買取サービス」を利用した場合については、1人あたり３０,０００円～７０，０００円を買取金額として支払う。
当該キャストの評価や出勤頻度により変動するものとする。

4 弊社がキャストを甲及び乙に紹介した場合において、甲及び乙が当該紹介をキャンセルする場合には、以下のキャンセル料を支払わなければならない。

（1）出勤確定前：無料
（2）出勤確定後～勤務開始4時間前：当該キャストの紹介手数料相当額
（3）出勤確定後、勤務開始4時間前～１時間超前：
当該キャストの紹介手数料相当額＋当該キャストへの補填費用3000円（税込）
（4）出勤確定後、勤務開始１時間前～：
当該キャストの紹介手数料相当額＋当該キャストの保証時間分の給与相当額


第4条 （紹介手数料等の支払い）
1 弊社は、甲及び乙に対し、前条に規定する各種手数料について、当該手数料が発生した日の属する月（以下「手数料発生月」という。）の末日締めで請求書を発行する。
2 甲及び乙は、弊社に対し、前条に規定する各種手数料を、手数料発生月の翌月１５日までに、弊社の指定する銀行口座への振込又はコンビニ等の払込票決済によって支払う。支払いに関する手数料等は甲及び乙の負担とする。
また、支払い期日に遅延した場合には、第11条3項とともに、店舗管理画面に記載の【お支払い期日】の表記に基づいた対応を取るものとする。

第5条 （確認事項）
甲（甲の店舗に勤務する従業員及びその関係者を含む。以下同じ。）は、本契約に基づいて弊社からキャストの紹介を受けるに際し、以下の各号の事項について遵守することを確認する。
(1) 「ＴＲＹ１８」サービスの利用については、弊社が定める方法・手続に従うこと
(2) 弊社が別途規定する「ＴＲＹ１８ご契約店舗様チェックリスト」を遵守すること
(3) キャストを雇用するに際しては、労働関係法令その他の法令を遵守すること
(4) キャストに対する賃金は、日給として出勤日当日に当日分を全額手渡しにて支払うこと
(5) 前号の場合において、予め設定された条件に基づいてキャストに賃金を支払うこと
(6) 甲及び乙がキャストに賃金を支払わない場合において、弊社がキャストに対して賃金相当額を補填した場合には、速やかに甲及び乙は弊社に対して当該賃金相当額を支払うこと

第6条 （禁止事項）
甲及び乙は、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 弊社の事前の承諾なくしてキャストに対して直接出勤の依頼をすること若しくはこれに類する行為
(2) 事前に設定された賃金を支払わない、規約等に定める労働条件を守らない等の弊社の信用を失墜させる行為又は失墜させるおそれのある行為
(3) キャストに対し、飲酒の強要その他の過剰なサービスを要求する行為
(4) キャストの心身に対して危険を及ぼす可能性のある行為
(5) 本契約に係る店舗以外の店舗に弊社の事前の承諾なくキャストを勤務させる行為
(6) 出勤したキャストを正当な理由なく全部又は一部勤務させずに帰宅させる行為
(7) その他本条各号に関する一切の行為
(8) 弊社が紹介したキャストから取得した情報の使用・開示
※但し、やむを得ない場合に限り、本人電話番号のみ使用可

第7条 （秘密保持義務）
1 甲、乙及び弊社は、本契約に基づいて相手方から開示を受け、又は、知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報及び個人情報（以下「秘密情報」という。）を厳重に保管・管理する。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報（秘密情報のうち個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項に定める「個人情報」をいう。）は除く。）については秘密情報に含まれない。
(1) 相手方から開示される以前に公知であったもの
(2) 相手方から開示された後に、自らの責めによらずに公知となったもの
(3) 相手方から開示される以前から自ら保有していたもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5) 相手方から開示された情報によることなく、独自に開発したもの
2 甲、乙及び弊社は、相手方の事前の書面による承諾なく、当該情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示することができる。
3 甲、乙及び弊社は、前項ただし書きに基づき秘密情報を第三者に開示する場合、事前に相手方に通知しなければならない。

第8条 （秘密情報の管理）
1 甲、乙及び弊社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
2 甲、乙及び弊社は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、秘密情報（その複製物を含む。）を、相手方の指示に従い返還又は破棄しなければならない。
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第9条 （免責事項）
甲及び乙は、以下の各号に掲げる事由について、弊社が甲及び乙に対して責任を負わないものであることを予め承諾する。
(1) キャストの欠勤に基づく損害は負いかねますが、キャストが無断欠勤をした場合、またはキャストが勤務開始まで4時間を切っての欠勤申請をした場合、かつ代わりになるキャストを紹介出来なかった場合については、弊社はレギュラーク　　　ラス会員1名分を当月の請求書から減算することとする。
(2) キャストの勤務中のトラブルに基づく損害
(3) 天災、不可抗力等に基づく損害
(4) その他、乙の責に帰すべきではない事由に基づく損害

第10条 （契約解除）
1 弊社は、甲及び乙が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違背したとき又はそのおそれがあるとき
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
(3) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が１通でも不渡りの処分を受けたとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7) その他の財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる事由が生じたとき
(8) 営業停止処分、許認可の失効、その他営業ができない事由が生じ又はそのおそれがあるとき
(9) 弊社の信用を毀損する行為があったとき又はそのおそれがあるとき
(10) 第２条に規定する契約条件を満たさなくなったとき
(11) 弊社もしくは、キャストからの情報共有などにより、弊社が契約解除すべきと判断したとき
(12) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2 甲及び乙が前項各号のいずれかに該当した場合、甲及び乙は当然に期限の利益を失い、弊社に対して本契約に基づいて負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
3 本条第１項に基づく解除は、甲及び乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

第11条 （損害賠償）
1 甲、乙及び弊社は、本契約に違反し、又は本契約に関連して自己の責に帰すべき事由により相手方に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。なお、当該損害には、弊社の信用低下又は風評被害によって生じた損害及び逸失利益が含まれるものとする。
2 甲及び乙が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、甲および乙は弊社に対して違約金として、金200,000円を支払う。
(1) キャストに対する賃金支払いを怠ったとき
(2) 第６条に規定する禁止事項に反したとき
(3) 予告なく本契約の解除を行ったとき
3 甲及び乙が本契約に規定する金銭債権の履行を遅延した場合には、弊社に対し、年１４．６％の割合による遅延損害金を支払う。

第12条 （権利義務の譲渡）
1 甲、乙及び弊社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならない。
2 前項に関わらず、弊社は、弊社の甲及び乙に対する金銭債権を第三者に譲渡できるものとする。
第13条 （連帯保証及び誓約事項）
丙は、本契約が甲及び乙、弊社との間で有効に発生しうることを保証及び誓約する。丙への同意は契約締結の際、記載された電話番号に氏名・住所の確認を録音電話にて行う。また、丙は本契約により負担すべき甲及び乙の義務一切につき、連帯してその責を負うものとする。

第14条 （契約期間）　　　　　
1 本契約の期間は、本契約の締結日から１年間とする。ただし、期間満了の２ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの書面による特段の申出がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とする。
2 前項に関わらず、弊社は、甲及び乙に対して１ヶ月前までに通知することにより、本契約をいつでも中途解約することができる。
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第15条 （存続条項）
第７条ないし第１３条、本条ないし第１７条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本契約が終了したあともその効力を存続する。

第16条 （準拠法及び管轄裁判所）
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第17条 （協議事項）
本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとする。


■職業紹介というサービスを利用する際の前提事項として

甲及び乙は、有料職業紹介を利用できる求人者の基準を満たしている事業者である。
具体的には労働基準法・最低賃金法・職業安定法・男女雇用機会均等法・育児・介護休業法の対象条項に違反していない。
または、これらに違反した経歴はあるが、指定された不受理期間を経過していること。

また、以下の求人は法令に基づき掲載できないこととする。
① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人
⑤ 暴力団員など（※）による求人
（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者
⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人
本契約を締結したことを証するため、本書を作成し甲乙記名押印。
又はこれらに代わる電磁的処理を施した上、各自保管する。　

　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk494365376](甲)

　　店舗名

　　
住所


電話番号



(乙)
（ふりがな）
氏名     


　 　　 住所　　 


　　　　                   電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 (丙)　
（ふりがな）
氏名　　


住所 　  


　　　 電話番号



株式会社SHS 
      代表取締役　進藤　亮太
〒164-0001 
      東京都中野区中野3-33-3　インツナカノビル5F 
　　　　　TEL: 050-3155-1948
